
 

○青森県県費負担教職員等の人事評価に関する規則 
平成２８年２月２９日 

青森県教育委員会規則第１号 
青森県県費負担教職員の人事評価に関する規則をここに公布する。 

青森県県費負担教職員等の人事評価に関する規則 
（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第４４条又は地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２３条の２第１項の規定に基づき、

市町村教育委員会又は県教育委員会が行う市町村立学校に勤務する職員の人事評価の実施に

関し、必要な事項を定め、もって職員の資質能力の向上及び学校組織の活性化を図ることを目

的とする。 
（対象となる職員） 

第２条 人事評価は、県費負担教職員（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５

号）第１条及び第２条に規定する職員（臨時的任用職員を除く。）をいう。）及び県教育委員会

が任用する会計年度任用職員（地方公務法第２２条の２第１項に規定する職員をいう。）のう

ち県教育委員会教育長（以下「県教育長」という。）の指定する者を除く全ての職員（以下「職

員」と総称する。）について実施するものとする。 
（人事評価の種類及び実施時期） 

第３条 人事評価は、定期評価、条件評価及び臨時評価とする。 
２ 定期評価は、県教育長が定める日を基準日として、毎年定期に実施するものとする。 
３ 条件評価は、条件付採用期間中の職員について、県教育長が定める時期に実施するものとす

る。 
４ 臨時評価は、県教育長が特に必要があると認める職員について、随時実施するものとする。 
（評価期間） 

第４条 人事評価の対象となる期間は、県教育長が定める。 
（評価者及び調整者） 

第５条 評価者及び調整者は、次の表の評価対象者の区分に応じ、同表の当該各欄に掲げる者と

する。 
評価対象者 第一次評価者 第二次評価者 調整者 

校長 市町村教育委員会教育長（以下「市町村教育長」という。）又は市町

村教育長が指定した者 
教頭 校長 市町村教育長又は市町村教育長が指定した者 
教諭、養護教諭、栄養

教諭、事務職員、助教

諭、講師、養護助教諭、

学校栄養職員 

教頭 校長 市町村教育長又は市

町村教育長が指定し

た者 

会計年度任用職員 市町村教育長が指定

した者 
県教育長が指定した者 

 
 
 



 

（定期評価の実施方法） 
第６条 定期評価は、能力評価及び業績評価によるものとする。 
２ 能力評価は、職員が職務遂行の過程で発揮した意欲及び能力を評価するものとする。 
３ 業績評価は、職員が職務遂行上の目標（以下「自己目標」という。）を設定した職務等の業

績を評価するものとする。 
４ 職員は、県教育長が定める自己申告書により前２項の評価について自己評価するものとする。 
５ 第一次評価者は、職員の自己目標の設定及び日常の職務遂行に当たり、助言又は指導を行う

とともに、職員の自己申告書等を踏まえ、職員が職務遂行上発揮した意欲及び能力並びに自己

目標を設定した職務等の業績について、県教育長が定める標準職務遂行能力、評価基準等に基

づき、県教育長が定める評価票により評価するものとする。 
６ 第二次評価者は、職員の自己申告書等及び第一次評価者の評価結果を踏まえ、職員が職務遂

行上発揮した意欲及び能力並びに自己目標を設定した職務等の業績について、標準職務遂行能

力、評価基準等に基づき、評価票により評価するものとする。 
７ 調整者は、第二次評価者の評価結果について特に必要があると認めるときは、県教育長が定

めるところにより調整を行うことができるものとする。 
（条件評価及び臨時評価の実施方法） 

第７条 条件評価及び臨時評価は、県教育長が定めるところにより実施するものとする。 
（評価結果の報告） 

第８条 第二次評価者は、人事評価の結果を県教育長が定める報告書により市町村教育委員会に

報告するものとする。 
２ 市町村教育委員会は、人事評価の結果を報告書により県教育委員会に報告するものとする。 
（評価結果の開示） 

第９条 人事評価の結果は、県教育長が定めるところにより職員本人に開示するものとする。 
（異論の申出） 

第１０条 前条の規定により開示を受けた職員は、人事評価の結果に異論があるときは、第二次

評価者又は市町村教育長に対し、異論の申出をすることができる。 
（個人情報の保護） 

第１１条 人事評価に関わる者は、人事評価に関する文書の取扱いに当たっては、個人情報の保

護について特に慎重を期さなければならない。 
（保管の期間） 

第１２条 人事評価に関する文書の保管期間は、５年間とする。 
（委任） 

第１３条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、県教育長が定

める。 
附 則 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
２ 青森県県費負担教職員の人材育成・評価に関する規則（平成２０年３月青森県教育委員会規

則第４号）は、廃止する。 
附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


